
（様 式 第１ 号）  
 

           会 議 開 催 の お 知 ら せ  

 
 
 
 １ 会 議 名                   令和８年 度 仙 台市障害者施策 推進協 議会（第１回）  

 
 ２ 議 題                   

議事等（予定） 

 仙 台 市 障 害 福 祉 計 画 （ 第 ８ 期 ） 及 び 仙 台 市 障 害 児 福 祉 計 画

（第 ４ 期） の策 定 に つい て 

 令 和 ８ 年 度 障 害 者 保 健 福 祉 計 画 に 係 る 質 的 モ ニ タ リ ン グ

（調 査 ）の 経過 報 告 につ い て  

 令 和 ７ 年 度 障 害 者 保 健 福 祉 計 画 に 係 る モ ニ タ リ ン グ （ 監

視） の 結果 につ い て  

 仙台 市 にお ける 障 害 関係 統 計 値の 推移 に つ いて  

 令和 7 年 度「 仙 台市 障害 を 理 由と する 差 別 をな く し 障害 の

あ る 人 も な い 人 も 共 に 暮 ら し や す い ま ち を つ く る 条 例 」 に

係る 取 組み につ い て 
 
 ３ 開 催 日 時                   

  令 和8年6月 25日(木 ) 

   18時30分 から 20時30分まで（ 予定） 
 
 ４ 開 催 場 所                   

オ ンワー ド樫山 仙台ビ ル 10階 ホール 

（ 仙台市 青葉区 二日町12-34） 
  

 ５ 傍 聴 定 員                   10名 

 
 ６ 傍聴に係る 

特記事項  

・傍 聴 は先 着順 と し ます 。 

・手 話 、要 約筆 記 、 点字 資 料 等の 情報 保 障 が必 要 な方 は、  

5月 26日 (火)ま でに お問 い 合 わせ くだ さ い。  

・ 傍 聴 に あ た っ て は 別 紙 「 会 議 の 傍 聴 に 際 し 、 守 っ て い た だ

きた い 事項 」を 遵 守 いた だ き ます よう お 願 い致 し ます 。 

・ お 越 し の 際 は 公 共 交 通 機 関 の ご 利 用 を お 願 い し て お り ま

す。 お車 の場 合は 民 間の 駐 車 場を ご利 用 く ださ い 。  

 
 ７ 問 い 合 わ せ 先                     健康福祉局 障害福 祉部 障害企画課企画 係 

  電話番号 （直 通）022-214-8163 

＜内線＞700-3123 

  ファクス （直 通）022-223-3573 

 

 

  



 会議の傍聴に際し、守っていただきたい事項  
 

 

仙台市障害者施策推進協議会 

 

 

会議の円滑な運営を図るため、会場では以下の事項を守ってくだ

さい。 

 
１ 会議中は、静かに傍聴し、拍手をしたり発言する等会議の進行を妨げる 

ような行為をしないこと 

 

２ はち巻、腕章の類をする等示威的な行為をしないこと 

 

３ 写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、本会の同意を得た場合

はこの限りではない。 

 

４ 他の傍聴人の迷惑になるような行為を行わないこと 

 

５ その他、会場の秩序を乱し、又は会議を妨害するような行為をしないこと 

 

６ 係員からの指示があった場合は、速やかに従うこと 

 

 

※ 以上の事項に違反した場合は、退場していただく場合があります。 

 
 


